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運転期間延長認可申請について



3運転期間延長認可申請

高浜発電所 ２号炉 （炉型：加圧水型軽水炉、 電気出力：約826MW）

○営業運転開始 ： 1975年11月14日
○運転できる期間 ： 2016年 7月 7日まで （原子力規制委員会設置法附則第25条による）

運転期間延長認可申請書 （実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第113条に基づく）

本文 四 延長しようとする期間 ： 2035年11月13日まで

添付書類 一 高浜発電所２号炉 特別点検結果報告書
添付書類 二 高浜発電所２号炉 劣化状況評価書
添付書類 三 高浜発電所２号炉 保守管理に関する方針書

運転期間延長認可申請
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の32第4項に基づく申請）

保安規定変更認可申請書 （実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第92条に基づく）

変更内容 高浜発電所２号炉 長期保守管理方針 （延長申請書 添付書類三 と同じ内容）

添付書類 高浜発電所２号炉 高経年化技術評価書 （延長申請書 添付書類二 と同じ内容）

高経年化対策（運転開始後40年）に係る保安規定変更認可申請
（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第82条に基づく技術評価、同第92条に基づく申請）
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特別点検結果
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劣化状況評価







14高浜２号炉 主要経年劣化事象の評価結果

① 低サイクル疲労割れ

② 原子炉容器の中性子照射脆化

③ 照射誘起型応力腐食割れ

④ ２相ステンレス鋼の熱時効

⑤ 電気・計装品の絶縁低下

⑥ コンクリートの強度低下および遮蔽能力低下

⑦ 耐震安全性評価

⑧ 耐津波安全性評価
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監視試験片
カプセル

○監視試験結果より、原子炉容器炉心
領域の中性子照射脆化は国内脆化
予測法(日本電気協会 JEAC4201-
2007/2013追補版)による評価結果
において、脆化予測にマージンを見込
んだ値を逸脱しておらず、特異な傾向
は認められない。

母 材 溶接金属

② 原子炉容器の中性子照射脆化（その１）

健全性評価

評価時期

中性子照射量*1

（×1019n/cm2）

［Ｅ＞１MeV］

関 連 温 度*2（℃） 上部棚吸収エネルギー*2（J）

母 材 溶接金属 熱影響部 母 材 溶接金属 熱影響部

２０１５年
４月時点

2.90 40 28 3 108 113 141

運転開始後
６０年時点

4.67 50 37 13 104 106 136

*1:内表面から板厚ｔの１／４ｔ深さでの中性子照射量
*2:内表面から板厚ｔの１／４ｔ深さでの予測値

原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する関連温度と上部棚吸収エネルギーの予測値

原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化に対する関連温度の予測と監視試験結果の関係

監視試験片の装荷位置
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中性子照射量（×1019n/cm2,E>1MeV） 中性子照射量（×1019n/cm2,E>1MeV）

中性子照射量（×1019n/cm2,E>1MeV） 中性子照射量（×1019n/cm2,E>1MeV）

運転開始後60年時点
（板厚の1/4深さ位置）

現時点
（板厚の1/4深さ位置）

運転開始後60年時点
（板厚の1/4深さ位置）

現時点
（板厚の1/4深さ位置）

現時点
（板厚の1/4深さ位置）

運転開始後60年時点
（板厚の1/4深さ位置）

現時点
（板厚の1/4深さ位置）

運転開始後60年時点
（板厚の1/4深さ位置）

0°

炉心

0

原子炉容器

炉心

第１回取出済

°180

°90

°270

第２回取出済

第３回取出済

第４回取出済

第２回取出後に装荷位置変更第１回取出後に装荷位置変更





18② 原子炉容器の中性子照射脆化（その３）

炉心領域部の中性子照射脆化が機器の健全性に影響を与えることはない。また、保全内容も適切である。

*1:内表面から板厚ｔの１／４ｔ深さでの予測値
*2:試験片の長手方向が圧延方向に垂直

○国内プラントを対象とした上部棚吸収エネルギーの予測式
を用いて６０年経過時点での上部棚吸収エネルギーの予測
値を評価した結果、JEAC4206で要求している６８Ｊ以上を満
足しており、十分な上部棚吸収エネルギーがある。

○JEAC4201に基づき計画的に監視試験を実施し、定期的に超音波探傷検査を実施している。
○運転管理上の制限として加熱冷却時制限曲線および耐圧漏えい試験温度を設けて運用している。
○特別点検において、原子炉容器炉心領域部の母材および溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果、中性子照射脆化によ
る脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められていない。

高経年化への対応

総合評価

現状保全

健全性評価（続き）
方 向 初 期 値

２０１５年
４月時点*1

運転開始後
６０年時点*1

母 材 Ｔ方向*２ １４１ １０８ １０４

溶接金属
溶接線に
直角方向

１７２ １１３ １０６

健全性評価の結果から原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性はないと考えるが、経年劣化管理をより万全にするため、今後の
原子炉の運転時間・照射量を勘案して適切な時期に第５回監視試験を実施する。※

保守管理に関する方針

上部棚吸収エネルギーの予測値（単位：Ｊ）

※原子力規制委員会「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」において、運転期間の延長を申請するプラントは“運転開始後４０年を経過する日から１０年
以内の適切な評価が実施できる時期に監視試験片を取り出し、当該監視試験片に基づき行なう監視試験の計画”を保守管理に関する方針として定めることが規定されている。















25⑦－１ 耐震安全性評価（概要一覧）

経年劣化事象 評価結果（例）の概要

摩耗
（制御棒クラスタ案内管および被覆管）

保全活動の範囲内で発生する可能性のある摩耗量を仮定して、地震時の制御棒挿入
時間が許容値以下であることを確認

摩耗
（重機器支持構造物）

ヒンジ摺動部に摩耗を仮定して、当該部位における地震時の発生応力を算出し、
許容応力を上回らないことを確認

腐食
（配管、熱交換器、基礎ボルト）

保全活動の範囲内で発生する可能性のある減肉を仮定して、地震時の発生応力を
算出し、許容応力を上回らないことを確認

疲労割れ
（配管、弁、原子炉容器等）

通常運転時および地震時の疲労累積係数の合計が１を上回らないことを確認

応力腐食割れ、高サイクル疲労割れ
（配管、廃液蒸発装置）

想定き裂に対し、当該部位における地震時の発生応力を算出し、き裂安定限界応力を
上回らないことを確認

照射誘起型応力腐食割れ
(バッフルフォーマボルト）

８段のうち２段目～７段目のﾊﾞｯﾌﾙﾌｫｰﾏﾎﾞﾙﾄ（全体の３/４）が折損したと仮定して、残る
ﾊﾞｯﾌﾙﾌｫｰﾏﾎﾞﾙﾄに生じる地震時の発生応力を算出し、許容値を上回らないことを確認

熱時効
（１次冷却材管等）

想定き裂に対し、当該部位における地震時のき裂進展力を算出し、熱時効を考慮した
材料のき裂進展抵抗値を上回らないことを確認

中性子照射脆化
（原子炉容器胴部）

想定き裂に対し、加圧熱衝撃事象に地震を考慮した応力拡大係数を算出し、中性子照射
を受けた材料の破壊靭性値を上回らないことを確認

中性子照射脆化
（原子炉容器サポート）

想定き裂に対し、地震時の当該部位における応力拡大係数が、中性子照射をうけた材料
の破壊靱性値を上回らないことを確認

※ＪＥＡＧ４６０１「原子力発電所耐震設計技術指針」等に準じて評価を実施

○ 技術評価の結果から経年劣化を保守的に想定したうえ、耐震安全性評価を実施した。
耐震安全性評価の概要一覧

評価の結果、経年劣化を考慮しても耐震安全性に問題はないことを確認したが、配管の腐食（流れ加速型腐食）につ
いては、一部の配管で、より耐震性を向上させることを目的とした「保守管理に関する方針」を策定した（⑦-3参照）。







28⑧ 耐津波安全性評価

機種分類 対象設備

コンクリート構造物および鉄骨構造物 浸水防護施設
（外郭浸水防護設備）

取水構造物（浸水防止蓋）

評価対象構造物

浸水防護施設に属する下記の機器・構造物

耐津波安全性上着目すべき経年劣化事象

評価対象構造物における経年劣化事象から「現在発生しているか、または将来にわたって起
こることが否定できないもの」を抽出した結果、耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事
象は抽出されなかった。

追加保全策

現状保全項目に高経年化対策の観点から追加すべきものはない。







31劣化状況評価結果まとめ

・点検結果等、実機経年監視データ
に基づく評価

・解析による評価 など

健全性評価

・定期点検・検査、日常点検など
現状の保全内容を評価

現状保全評価

総合評価

○運転開始以来、約４０年を経過した高浜発電所２号炉のプラントを構成する機器・
構造物について、高経年化対策に関する評価を実施した。

○大部分の機器・構造物は、現状の保全を継続していくことにより、長期間の運転
および冷温停止状態を仮定しても、プラントを健全に維持することは可能との
見通しを得た。

○一部の機器・構造物は、現状の保全項目に加えて、新たに講じる必要がある
保全項目が３件抽出された。

高経年化への対応

評価の結果抽出された３件を保守管理に関する方針として策定（次章参照）。

高浜発電所２号炉の劣化状況評価結果



32今後の取組み

今回実施した劣化状況評価は、現在の最新知見に基づき実施したものであるが、今後
以下に示すような運転経験や最新知見等を踏まえ、適切な時期に再評価および
変更を実施していく。

・材料劣化に係る安全基盤研究の成果

・これまで想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因と考えられる国内
外の事故・トラブル

・関係法令の制定および改廃

・原子力規制委員会からの指示

・材料劣化に係る規格・基準類の制定および改廃

・発電用原子炉の運転期間の変更

・発電用原子炉の定格熱出力の変更

・発電用原子炉の設備利用率（実績）から算出した原子炉容器の中性子照射量

・点検・補修・取替の実績

当社は、高経年化対策に関するこれらの活動を通じて、今後とも原子力プラントの
安全・安定運転に努めるとともに、安全性・信頼性のなお一層の向上に取り組んでいく
所存である。
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保守管理に関する方針





参考資料





高浜発電所２号炉運転状況の推移

○発電電力量・設備利用率の年度推移

過去約40年間を遡った時点までの発電電力量・設備利用率の推移を見ると、
供用期間の長期化に伴い、発電電力量・設備利用率が低下する明確な傾向は認められない。

10年経過時点 20年経過時点営業運転開始

高浜発電所２号炉 発電電力量・設備利用率の年度推移

30年経過時点








